
都市計画区域マスタープラン検討委員会について 資料２

２．検討委員会の構成及び内容

３．策定スケジュール

１．検討委員会の設置の目的

人口減少や高齢化の加速など都市を取り巻く社会情勢の変化及び、都市計
画法の趣旨に的確に対応しつつ、都市計画区域マスタープランの見直しの考
え方や今後の都市政策のあり方などについて、専門的な見地から幅広く検討
を行うことを目的として、都市計画区域マスタープラン検討委員会（以下
「委員会」という。）を設置する。

委員の構成は、学識経験のある者及び関係行政機関等の職員（県下１２都
市計画区域の市町の代表、県関係部局）により構成する。

委員会では、都市計画区域マスタープランの策定方針、各都市計画区域の
現状や課題などを整理し、現行の都市計画区域マスタープランの策定を行う。

・現行の都市計画区域マスタープランの評価
・策定方針の検討

第１回検討委員会（２月）

パブリックコメントの実施

説明会・公聴会実施
案の縦覧

都市計画審議会

都市計画区域マスタープラン策定

パブリックコメントを踏まえた素案の修正案の提示

第２回検討委員会（５月頃）

◇主要な都市計画の決定の方針

･土地利用に関する方針
･都市施設の整備に関する方針
･市街地開発事業に関する方針
･自然的環境の整備又は保全に関する方針

・都市防災に関する都市計画決定の方針

第３回検討委員会（９月頃）

◇都市計画の目標
◇区域区分の決定の有無及び方針

◇都市計画基礎調査の実施
・データの収集、分析
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・各都市計画区域マスタープランの素案提示


